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TAIPEI CYCLE ２０２７ 

(台北国際自転車展覧会) 

共同出展募集のお知らせ 
 

当協会は、2027 年３月開催の台北国際自転車展覧会に、日本の自転車企業・自転車観光

産業等からなる共同出展ブースを設置し、出展サポートを行います。つきましては共同出展を

希望する企業を募集します。展示会場の中で条件の良い位置を確保できるよう努めてまいり

ます。また、出展費用を抑える為、主催者提供の簡易なブースを利用して出展します。皆様の

ご参加をお待ちしております。 

出展をご希望の企業は、２０２６年８月１０日（月）１６時までに、専用の「TAIPEI CYCLE 

2027 共同出展募集フォーム」に必須事項をご記入の上、お申込み下さい。 

※申込締切の段階で申込小間数が３小間に満たない場合、共同出展を中止させていただきます

ことをお含みください。 

 

１． 展示会概要 

名 称 ： TAIPEI CYCLE ２０２７ （台北国際自転車展覧会） 

会 期 ： ２０２７年３月 2４日 ～ ３月 2７日（４日間） 

場 所 ： 中華民国台北市 ＴａｉＮＥＸ１＆２ 

主催者 ： 中華民国対外貿易発展協会 (TAITRA) 

Web  ：  https://www.taipeicycle.com.tw/en/index.html 

 

２．お問合せ先 

 一般財団法人自転車産業振興協会 事業部（飯塚、島田） 

ＴＥＬ： 03-6409-6921  

FAX：03-6409-6868  

Ｅmail： iizuka@jbpi.or.jp 
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TAIPEI CYCLE ２０２7 共同出展 
募集要項 

１． 募集対象 

① 

日本国内に本社を置く中小企業で、下記要件を満たす企業 

▶自転車JISに定められている範囲の製品を扱う自転車関連企業 

（自転車、フレーム、タイヤ、ハンドル、ペダル、ランプ等） 

② 

日本国内に本社を置く中小企業で、下記要件を満たす企業 

▶自転車JISに定められている範囲外の製品を扱う自転車関連企業 

（サイクルコンピューター、ウェア、バッグ、自転車関連アプリやトレーニング機器等） 

③ 
訪日外国人観光客への自転車観光により招致推進を目的とする、地方自治体や非営利団

体、また日本国内に本社（本部）を置く出版・観光・旅行関連企業 

 

２． 申込方法 

下記URLの「TAIPEI CYCLE 2027 共同出展募集フォーム」に、必須事項をご記入の上、

登録をお願いします。 

https://forms.gle/Qhgce3ayGasdv7pY9 

 

３． 申込締切 

２０２6年８月１０日（月） １６時００分 

 

４． 共同ブースの出展場所 

ＴａｉＮＥＸ１を予定（旧南港展覧館Hall-1） 

  ※出展場所は主催者の都合により、予告無く変更になる場合があります。 

 

５． 募集区分と出展料金 

形 態 概 要 募集対象

① 

募集対象

② 

募集対象

③ 

単独ブース １小間（幅３ｍ×奥３ｍ）＋標準装飾※ 35万円 40万円 ４５万円 

 ※標準装飾とは 

 以下の設備内容となっております。 

⚫ 標準パーテーション（300×300×高さ250cm）   1セット 

⚫ ニードルパンチカーペット（ライトグレー）    9㎡ 

⚫ 社名表示板（高さ250～280mm）     1枚 

⚫ インフォメーションカウンター（100×50×高さ75cm）  1台 

⚫ ガラス製丸テーブル（直径75cm×高さ73cm）   1台 

⚫ 折りたたみ椅子       3脚 

⚫ 10W LEDスポットライト（3000K・電球色）    3灯 

⚫ ゴミ箱        1個 

⚫ コンセント（110V・5A）      1口 

  

https://forms.gle/Qhgce3ayGasdv7pY9
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６． 共同出展について 

共同出展は、1小間につき2社までとします。 

また、出展料金のお支払いにあたっては、共同出展者の中から代表企業を1社選定していただ

き、当協会との精算は当該代表企業とのみ行うものとします。 

 

7． キャンセル料 

▶20２６年８月１０日（月）まで無料 

▶20２６年８月１１日（火）からは前述５．出展料金の１００％を負担頂きます 

 

8．共同ブース内における各出展企業の小間の配置 

主催者より割り当てられたスペースをもとに、当協会で割り振りを行います。 

 

9．各小間の装飾等 

(1) 壁、フロア、電気配線、照明、看板等の設置は、５に掲示してあるとおりの基本装飾を展示

会業者が行います。 

(2) 小間内側は出展企業独自の装飾が可能です。必要経費は各企業の負担となります。 

(3) 前述の５．「標準装飾」以外の展示備品について、別途料金が必要となります。 

（４） 出展に関する詳細情報は、申込の確定した企業へ後日通知予定です。 

 

１0．展示会の開催中止並びに会期変更時に伴う特記事項に関して 

台湾政府ならびに台北市自治体等からの要請、もしくは主催者の判断により展示会が中止とな

った場合、当協会はその指示に全面的に従います。またその場合、出展分担金の返金について

は、主催者の返金方針に合わせて対応させて頂きます。 

 

以  上 

 


